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Ⅱ　活動組織の広域化による持続的な活動体制づくり
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　◆議決は原則、出席者の過半数の賛成が必要。
但し、規約の変更、構成員の除名など特別な事
項は 3 分の 2 以上の賛成が必要。
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県内活動組織を対象として、皆さまから要望の多かった

「草刈り作業の安全講習」と「鳥獣害対策」をテーマに、県下

５会場で開催します。

　日時（１2 月～ 2 月を予定）、開催場所等、詳細が決まり次第、

別途郵送にてご案内いたします。




